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	「相続について相談したい」

		「元気なうちに不動産の名義を変更したい」

		「会社を設立したい」

		「住宅ローンを完済した」

		「自分や家族の老後に備えてする
民事信託・家族信託」

		など司法書士に寄せられるご依頼・ご相談は多種多様です。
法律と登記手続の専門家である野口泰嗣司法書士事務所では依頼者の
希望・状況にあわせて最適な解決方法をご提案します。
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			[image: 不動産登記]
			
				[image: ]不動産登記売買、相続、遺産分割、生前贈与等による名義の変更、ローン完済に伴う担保の抹消

				
					司法書士は登記手続の専門家です。手続きの流れ、必要な書類、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。

						土地・建物を売りたい・買いたい	売買による所有権移転登記
	実家の父・母が亡くなった	相続による所有権移転登記
	何代も前の土地名義がそのまま	相続による所有権移転登記
	元気なうちに子や孫に贈与したい	贈与による所有権移転登記
	自宅の一部を妻に贈与したい	贈与による所有権移転登記
	離婚に伴い建物の名義を変える	財産分与による所有権移転登記
	引越しして住所が変わった	住所変更登記
	銀行で住宅ローンを組んだ	（根）抵当権設定登記
	住宅ローンを完済した	（根）抵当権抹消登記
	土地を借りて使いたい	賃借権・地上権設定登記
	他人の土地を通らせてほしい	地役権設定登記


					＊その他、交換・代物弁済・共有物分割による所有権移転など

					不動産登記Q&Aへ

				

			

		
		
			[image: 相続]
			
				[image: ]相続まず何から手を付けて良いか
分からないときご相談ください

				
					「誰が相続人になるのか」「相続人間で話がまとまらない」、「元気なうちに相続人を決めておきたい」「相続したくない（放棄したい）」など相続や遺言に関する様々な相談を承ります。

						実家の父・母が亡くなった	相続による所有権移転登記
	何代も前の土地名義がそのまま	相続による所有権移転登記
	預金や株式などの名義変更	遺産承継業務
	遺言書を作っておきたい	公正証書遺言作成支援
	相続したくない	相続放棄手続
	亡父の自筆の遺言が出てきた	遺言検認手続
	相続人間で話がまとまらない	遺産分割調停申立書作成


					相続手続Q&Aへ
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				[image: ]会社法人登記司法書士には様々なノウハウがあります

				
					会社設立からその後の各種登記手続や事業承継まで司法書士にお任せください。

						また株式会社だけでなく、その他法人（社会福祉法人・医療法人・組合・社団法人等）についての各種登記手続もお任せください。

						会社を起こしてビジネスを始めたい	会社設立登記
	個人商店を会社にしたい	会社設立登記
	役員を変更したい	役員変更登記
	会社の名前を変えたい	商号変更登記
	会社の目的を変えて新規事業に参入	目的変更登記
	増資をして会社を大きくしたい	新株発行等増資登記
	会社を合併したい	吸収合併・新設合併登記
	会社を事業部門ごとに分割したい	会社分割登記
	会社規模を縮小したい	資本減少登記
	会社を解散したい	解散登記・清算人選任登記


					会社法人登記Q&Aへ
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				[image: ]家事事件・訴訟
民事信託等こんな事も司法書士の仕事です

				
					司法書士は登記業務だけでなく、裁判所等の手続にも対応します。

						認知症の父名義の家を売却し
施設に入所する費用に充てたい	成年後見人選任手続
	施設や金融機関で
後見人を付けてくださいと言われた	成年後見人選任手続
	知的障害のある子供の将来が心配	成年後見人選任手続・家族信託
	遺産分割について話がまとまらない	遺産分割調停申立書作成
	亡くなった親の借金を引き継ぎたくない	相続放棄手続
	元気なうちに将来の財産管理を決めておきたい	司法書士との任意後見契約
	元気なうちに将来の財産管理を決めておきたい	信託登記・家族信託・民事信託


					＊訴額140万円までの事件については簡易裁判所において司法書士が貴方の代理人として訴訟活動を行います。

					その他法律Q&Aへ

				

			

		
		お問い合わせはこちら

			お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
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					不動産売買や贈与による名義変更に必要な書類を教えてください。
	住宅ローンを完済しました、家に付けられていた銀行の担保（抵当権）はいつ抜けるのですか？
	有限会社を株式会社に変えたいのですが
	株式会社の設立時、法務局に届ける印鑑についてのルールはありますか？
	成年後見ってどんな制度ですか？
	遺言をするときに気をつけることを教えて下さい。


				もっとみる

			

			
				[image: 相続手続Q＆A]

					相続登記の依頼をするときに何を準備したらよいですか？
	嫁いだ娘はもう相続人ではないのでしょうか？
	相続人に行方不明者がいる場合どうしたらよいですか？
	相続人に未成年者がいる場合どうしたらよいですか？
	田や畑などの農地を相続する場合、許可や届出は必要ですか？
	親の残した多額の借金を相続したくない。


				もっとみる
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				もっとみる
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			大切な人の相続が発生した時に「誰に相談したらいいのかわからない」という声をよく聞きます。弊所では相続手続に関して土地や建物の名義変更はもちろん、預貯金や株式に関する手続きも一括してお引き受けいたします。また必要に応じて税理士や弁護士等各種専門家と連携をして相続手続きを進めますので、安心してご相談ください。
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			洲本市・南あわじ市・淡路市を中心にご依頼を頂いておりますが、徳島市や鳴門市、神戸市や明石市その他全国からのご依頼に対応いたします。「都会に住んでいるが淡路島の不動産のことで相談したい」「淡路島に残した高齢の親のことが心配だ」などお気軽にお問い合わせください。

			事務所概要はこちらお問い合わせはこちら
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